
 

 

所得税法等の一部を改正する法律案要綱 

 

現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現するとともに、社会

保障・税一体改革を着実に実施する等の観点から、生産等設備投資促進税制及び所得

拡大促進税制の創設、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設、所得税

の最高税率の引上げ、相続税の基礎控除の引下げ及び最高税率の引上げ等、住宅ロー

ン減税の拡充、避難解除区域等に係る税額控除制度等の拡充、納税環境の整備、租税

特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正

することとする。 

 

一 所得税法の一部改正（第１条関係） 

１ 所得税の税率構造を次のとおり改めることとする。（所得税法第89条関係） 

現 行  改正案 

適用課税所得 税率  適用課税所得 税率 

195万円以下の金額 ５％  同 左 

330万円  〃   10％  〃 

695万円  〃   20％  〃 

900万円  〃   23％  〃 

1,800万円  〃   33％  〃 

1,800万円超の金額  40％  4,000万円以下の金額 40％ 

―   4,000万円超の金額 45％ 

（注）上記の改正は、平成 27 年分以後の所得税について適用する。（附則第５条

関係） 

２ 上記１の改正に伴い、給与所得の源泉徴収税額表（月額表及び日額表）及び

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見直しを行うこととする。（所得税法

別表第２～別表第４関係） 

（注）上記の改正は、平成 27 年１月１日以後に支払うべき給与等について適用す

る。（附則第７条関係） 

３ 公共法人等及び公益信託等に係る利子等の非課税について、公社債又は投資

信託若しくは特定目的信託の受益権の利子等の支払を受ける者の所有期間にか

かわらず、その支払を受ける利子等の額の全額を非課税とすることとする。（所

得税法第 11 条関係） 
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（注）上記の改正は、公共法人等又は公益信託等が平成 28 年１月１日以後に支払

を受けるべき利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配

について適用する。（附則第２条関係） 

４ 源泉所得税の納税地について、利子等その他の源泉徴収の対象となる所得の

支払をする者が国内において事務所等を移転した場合は、当該事務所等の移転

後の所在地とすることとする。（所得税法第 17 条関係） 

（注）上記の改正は、平成 25 年６月１日以後に源泉所得税を納付する場合につい

て適用する。（附則第３条関係） 

５ 次に掲げる者は、その年中に支払又は交付をした譲渡対価又は償還金の額等

を記載した支払調書を、支払の確定した日の属する年の翌年１月 31 日までに、

税務署長に提出しなければならないこととする。これに伴い、無記名割引債の

償還金の支払調書制度は廃止する。（所得税法第 224 条、第 224 条の３、第 225

条関係） 

⑴ 居住者等に対し国内において公社債、公社債投資信託の受益権、証券投資信

託以外の投資信託の受益権又は特定目的信託の社債的受益権（以下「公社債

等」という。）の譲渡の対価（償還金又は解約金を含む。以下同じ。）の支払を

する者 

⑵ 国内に恒久的施設を有しない非居住者、内国法人のうち普通法人等（普通法

人並びに法人税法別表に掲げる公共法人、公益法人等及び協同組合等（一般社

団法人及び一般財団法人並びに同法以外の法律によって公益法人等とみなされ

ている法人を除く。）をいう。）以外の法人又は外国法人に対し国内において公

社債等の償還金等のうち一定のものの交付をする者 

（注）上記の改正は、平成 28 年１月１日以後に行われる公社債等の譲渡又は償還

金等の交付について適用する。（附則第８条関係） 

６ 金融商品取引法の改正に伴い、委託以外の方法で商品関連市場デリバティブ

取引の差金等決済をした者から告知を受けるべき者等の範囲に、当該商品関連

市場デリバティブ取引の相手方である金融商品取引所の長を加えることとする。

（所得税法第 224 条の５関係） 

７ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

二 法人税法の一部改正（第２条関係） 

１ 青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度に
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ついて、災害損失欠損金額が生じた事業年度の修正申告書又は更正請求書に災

害損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付している場合においても

適用を受けることができることを明確化することとする。（法人税法第58条、第

81条の９関係） 

２ 再生手続開始の決定等の事実による債務免除等があった場合の欠損金の損金

算入制度について、債務者である中小法人等に該当しない法人の有する資産に

つき評価益の額又は評価損の額の益金又は損金算入制度の適用がない場合で、

青色欠損金額等の控除前の所得の金額が債務免除益等の額を超えるときにおけ

る繰越欠損金額の損金算入額は、債務免除益等の額又は青色欠損金額等の控除

後の所得の金額からその超える部分の金額の100分の20相当額を控除した金額の

いずれか少ない金額に達するまでの金額を限度とすることとする。（法人税法第

59条関係） 

３ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

三 相続税法の一部改正（第３条関係） 

１ 遺産に係る基礎控除を次のとおり引き下げることとする。（相続税法第15条関

係） 

 現 行 改正案 

定額控除 5,000万円 3,000万円 

法定相続人 

比例控除 

1,000万円に法定相続 

人数を乗じた金額 

600万円に法定相続 

人数を乗じた金額 

２ 相続税の税率構造を次のとおり改めることとする。（相続税法第16条関係） 

現 行 改正案 

税率 税率

1,000万円以下の金額 10％   同 左 

3,000万円  〃   15％   〃 

5,000万円  〃   20％   〃 

１億円  〃   30％   〃 

３億円  〃   40％  ２億円以下の金額 40％

   ―  ３億円  〃   45％

３億円超の金額  50％  ６億円  〃   50％

   ―  ６億円超の金額  55％
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３ 未成年者控除に係る控除額を次のとおり引き上げることとする。（相続税法第

19条の３関係） 

現 行 改正案 

20歳までの１年につき６万円 20歳までの１年につき10万円

４ 障害者控除に係る控除額を次のとおり引き上げることとする。（相続税法第19

条の４関係） 

現 行 改正案 

85歳までの１年につき６万円 85歳までの１年につき10万円 

（特別障害者については12万円） （特別障害者については20万円）

（注）上記１から４までの改正は、平成27年１月１日以後に相続又は遺贈により

取得する財産に係る相続税について適用する。（附則第10条関係） 

５ 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造を次

のとおり改めることとする。（相続税法第21条の７関係） 

現 行  改正案 

税率 税率

200 万円以下の金額 10％   同 左  

 300 万円  〃   15％   〃  

 400 万円  〃   20％   〃  

 600 万円  〃   30％   〃  

 1,000 万円  〃   40％   〃  

   ―      1,500 万円以下の金額 45％

1,000 万円超の金額  50％  3,000 万円  〃   50％

―     3,000 万円超の金額  55％

６ 相続時精算課税制度の対象となる受贈者に係る贈与者の年齢要件を60歳以上

（現行65歳以上）に引き下げることとする。（相続税法第21条の９関係） 

（注）上記５及び６の改正は、平成27年１月１日以後に贈与により取得する財産

に係る贈与税について適用する。（附則第10条関係） 

７ 相続若しくは遺贈又は贈与により相続税法の施行地外にある財産を取得した

個人で当該財産を取得した時において同法の施行地に住所を有しない相続人若し

くは受遺者又は受贈者のうち日本国籍を有しない者（当該相続若しくは遺贈又は

贈与に係る被相続人又は贈与者が、相続開始又は贈与の時において同法の施行地
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に住所を有していた場合に限る。）は、相続税又は贈与税を納める義務があるも

のとする。（相続税法第１条の３、第１条の４関係） 

（注）上記の改正は、平成25年４月１日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により

取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。（附則第11条関係） 

８ 特別障害者に係る贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずることとす

る。（相続税法第21条の４関係） 

① 適用対象者に、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者

その他の精神に障害がある一定の者を加える。 

② 上記①の者に係る非課税限度額を3,000万円とする。 

③ 適用対象となる信託契約の終了時期を、特別障害者又は上記①の者の死亡の

日とする。 

（注）上記の改正は、平成25年４月１日以後にされる特定障害者扶養信託契約に

基づく信託について適用する。（附則第14条関係） 

 

四 登録免許税法の一部改正（第４条関係） 

  学校法人、公益社団法人及び公益財団法人並びに宗教法人が保育所の用に供する

ために取得する不動産に係る所有権の移転登記等については、登録免許税を課さ

ないこととする。（登録免許税法別表第３関係） 

 

五 印紙税法の一部改正（第５条関係） 

金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が５万円（現行３万円）

未満のものには、印紙税を課さないこととする。（印紙税法別表第１関係） 

（注）上記の改正は、平成26年４月１日以後に作成される受取書について適用す

る。（附則第16条関係） 

 

六 国税通則法の一部改正（第６条関係） 

１ 源泉所得税に係る加算税の賦課決定につき、旧納税地を所轄する税務署長が

納税地の異動の事実を知らないこと等につきやむを得ない事情があるときは、

当該税務署長がその賦課決定をすることができることとする。また、源泉所得

税及びその加算税に係る納税の告知処分につき、その処分後に納税地の異動が

あったときの異議申立ては、新納税地を所轄する税務署長にすることとする。

（国税通則法第 33 条、第 85 条関係） 
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（注）上記の改正は、平成 25 年６月１日から施行する。（附則第１条関係） 

２ 更正の請求をすることができる期限について日曜日・祝日等に当たりその翌

日が期限とみなされる場合又は災害等により期限延長される場合には、更正等

の期間制限の特例として、当該更正の請求があった日から６月間更正の請求に

係る更正等を行うことができることとする。（国税通則法第 71 条関係） 

（注）上記の改正は、平成 25 年４月１日以後にされる更正の請求に係る国税につ

いて適用する。（附則第 17 条関係） 

３ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

七 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

の一部改正（第７条関係） 

１ 徴収共助制度について、租税条約等の相手国等との間の送金及び送金の受領

に関し、所轄国税局長等以外の国税局長も行うことができることとする等の所

要の措置を講ずることとする。（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律第11条、第11条の２関係） 

（注）上記の改正は、平成25年７月１日から施行する。（附則第１条関係） 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

八 租税特別措置法の一部改正（第８条関係） 

１ 個人所得課税 

〈１〉金融・証券税制 

⑴  公社債等及び株式等に係る所得に対する課税を次のとおり見直すこととする。 

① 特定公社債及び公募公社債投資信託等の受益権の課税方式 

特定公社債、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投

資信託の受益権及び特定目的信託（その社債的受益権の募集が公募により

行われたものに限る。）の社債的受益権（以下「特定公社債等」という。）

について、次の措置を講ずることとする。 

イ 利子所得等の課税方式等 

特定公社債等の利子等については、15％源泉分離課税の対象から除外し

た上、次の措置を講ずる。（租税特別措置法第３条、第３条の３、第８条

の４、第８条の５関係） 

（ｲ）平成 28 年１月１日以後に居住者等が支払を受けるべき一定の特定公
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社債等の利子等については、15％の税率による申告分離課税の対象とす

る。 

（ﾛ）平成 28 年１月１日以後に支払を受けるべき一定の特定公社債等の利

子等を有する居住者等は、当該特定公社債等の利子等については、申告

を要しないことができることとする。 

（ﾊ）居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等で申告

分離課税の対象となるものについてその支払の際に課される外国所得税

の額がある場合には、その国外公社債等の利子等の額からその外国所得

税の額を控除した金額に対して 15％の税率による源泉徴収を行う。 

ロ 譲渡所得等の課税方式 

特定公社債等の譲渡所得等については、非課税の対象から除外した上、

次の措置を講ずる。（租税特別措置法第 37 条の 11、第 37 条の 15 関係） 

（ｲ）居住者等が、平成 28 年１月１日以後に特定公社債等の譲渡をした場

合における当該特定公社債等の譲渡による譲渡所得等については、15％

の税率による申告分離課税の対象とする。 

（ﾛ）特定公社債等の償還又は一部解約等により支払を受ける金額について

は、これを特定公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とみなすことによ

り、15％の税率による申告分離課税の対象とする。 

ハ 上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰越控除の特例

の対象範囲の拡充等 

特定公社債等の譲渡損失及び利子所得等について、次のとおり損益通算

及び繰越控除の対象とする。（租税特別措置法第 37 条の 12 の２関係） 

（ｲ）上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定

公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加え、これらの所得間並びに上

場株式等の配当所得（申告分離課税を選択したものに限る。）及び譲渡

所得等との損益通算を可能とする。 

（ﾛ）平成 28 年１月１日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失の金

額のうち、その年に損益通算をしても控除しきれない金額については、

翌年以後３年間にわたり、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等並

びに上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択したものに限る。）及

び譲渡所得等からの繰越控除を可能とする。 

（ﾊ）確定申告書の提出がなかった場合等の宥恕措置を廃止する。 
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（注）上記ハの改正は、平成 28 年分以後の所得税について適用する。（附

則第 46 条関係） 

ニ 特定口座での取扱い 

特定公社債等に係る所得について、次のとおり特定口座で取り扱うこと

を可能とする。（租税特別措置法第 37 条の 11 の３、第 37 条の 11 の５、

第 37 条の 11 の６、附則第 44 条関係） 

（ｲ）居住者等が特定口座を開設している金融商品取引業者等への買付けの

委託により取得した特定公社債等又は当該金融商品取引業者等から取得

した特定公社債等を、当該特定口座へ受け入れることができることとす

る。この場合には、特定口座内の特定公社債等に係る譲渡所得等の金額

と特定口座以外の特定公社債等に係る譲渡所得等の金額は、区分してこ

れらの金額を計算する。 

（注）上記(ｲ)の改正は、平成 28 年１月１日以後に行う特定口座内保管上

場株式等の譲渡について適用する。（附則第 44 条関係） 

（ﾛ）居住者等が金融商品取引業者等の営業所を通じて特定公社債等の利子

等の支払を受ける場合において、当該居住者等が当該金融商品取引業者

等の営業所に源泉徴収選択口座を開設しているときは、当該利子等を当

該源泉徴収選択口座に受け入れることができることとする。 

（ﾊ）源泉徴収選択口座に受け入れた特定公社債等の利子等又は上場株式等

の配当等に対する源泉徴収税額を計算する場合において、当該源泉徴収

選択口座内における特定公社債等又は上場株式等の譲渡所得等の金額の

計算上生じた損失の金額があるときは、当該利子等又は配当等の額から

当該譲渡損失の金額を控除した金額に対して 15％の税率を乗じて徴収

すべき所得税の額を計算する。 

（注）上記(ﾛ)及び(ﾊ)の改正は、平成 28 年１月１日以後に金融商品取引

業者等から交付を受ける源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

（附則第 45 条関係） 

（ﾆ）居住者等が平成 27 年 12 月 31 日以前に特定口座を開設している金融

商品取引業者等を通じて取得した特定公社債等を、平成 28 年１月１日

に特定口座に受け入れることができる措置を講ずる。また、平成 28 年

１月１日から同年 12 月 31 日までの間は、居住者等が有する特定公社債

等を特定口座に受け入れることができることとする。 
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ホ 特定公社債の範囲 

「特定公社債」は、次の公社債（預金保険法に規定する長期信用銀行債

等を除く。）とする。（租税特別措置法第 37 条の 11 関係） 

（ｲ）国債、地方債、外国国債、外国地方債 

（ﾛ）会社以外の法人が特別の法律により発行する債券（外国法人に係るも

の並びに投資法人債、短期投資法人債、特定社債及び特定短期社債を除

く。） 

（ﾊ）公募公社債、上場公社債 

（ﾆ）発行の日前６月以内に有価証券報告書等を提出している法人が発行す

る社債 

（ﾎ）金融商品取引所（外国の法令に基づき設立されたこれに類するものを

含む。）において公表された公社債情報（一定の期間内に発行する公社

債の上限額、発行者の財務状況等その他その公社債に関する基本的な情

報をいう。）に基づき発行する公社債で、目論見書に当該公社債情報に

基づき発行されるものである旨の記載のあるもの 

（ﾍ）国外において発行された公社債で、次に掲げるもの（取得後引き続き

保管の委託がされているものに限る。） 

ａ 国内において売出しに応じて取得した公社債 

ｂ 国内において売付け勧誘等に応じて取得した公社債（ａに掲げる公

社債を除く。）で、その取得の日前６月以内に有価証券報告書等を提

出している法人が発行するもの 

（ﾄ）外国法人が発行し、又は保証する債券で一定のもの 

（ﾁ）国内又は国外の法令に基づいて銀行業又は金融商品取引業を行う法人

又は当該法人との間に完全支配の関係がある法人等が発行する社債（そ

の取得をした者が実質的に多数でないものを除く。） 

（ﾘ）平成 27 年 12 月 31 日以前に発行された公社債 

② 特定公社債以外の公社債及び私募公社債投資信託等の受益権の課税方式 

特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権、証券投資信託

以外の私募投資信託の受益権及び特定目的信託（その社債的受益権の募集

が公募以外の方法により行われたものに限る。）の社債的受益権（以下「一

般公社債等」という。）について、次の措置を講ずることとする。 

イ 利子所得等の課税方式 
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一般公社債等の利子等については、15％源泉分離課税を維持する。ただ

し、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の判定の基礎となった

株主等が支払を受けるものは、総合課税の対象とする。（租税特別措置法

第３条関係） 

ロ 譲渡所得等の課税方式 

一般公社債等の譲渡所得等については、非課税の対象から除外した上、

次の措置を講ずる。（租税特別措置法第 37 条の 10、第 37 条の 15 関係） 

（ｲ）居住者等が、平成 28 年１月１日以後に一般公社債等の譲渡をした 

場合における当該一般公社債等の譲渡による譲渡所得等については、

15％の税率による申告分離課税の対象とする。 

（ﾛ）一般公社債等の償還又は一部解約等により支払を受ける金額（私募公

社債投資信託及び証券投資信託以外の私募投資信託にあっては、信託元

本額までに限る。）については、これを一般公社債等の譲渡所得等に係

る収入金額とみなすことにより、15％の税率による申告分離課税の対象

とする。ただし、同族会社が発行した社債の償還金でその同族会社の判

定の基礎となった株主等が支払を受けるものは、総合課税の対象とする。 

③ 割引債の課税方式等 

割引債を含む公社債の譲渡所得等を課税対象とすることにあわせて、割

引債の償還差益について、次の措置を講ずることとする。 

イ 課税方式 

平成 28 年１月１日以後に行う割引債の償還及び譲渡による所得につい

ては、公社債の譲渡所得等として 15％の税率による申告分離課税の対象

とする。ただし、平成 27 年 12 月 31 日以前に発行された割引債でその償

還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、償還差益に係

る 18％源泉分離課税を維持し、譲渡による所得は非課税とする。（租税特

別措置法第 37 条の 10、第 37 条の 11、第 37 条の 15、第 41 条の 12、附則

第 56 条関係） 

ロ 源泉徴収 

平成 28 年１月１日以後に発行される割引債の償還金について、次のと

おり源泉徴収を行う。（租税特別措置法第 41 条の 12、第 41 条の 12 の２

関係） 

（ｲ）平成 28 年１月１日以後に発行される割引債（預金保険法に規定する
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長期信用銀行債等を除く。）については、発行時の 18％源泉徴収を適用

しないこととする。これに伴い、特定短期公社債に係る発行時源泉徴収

免除の特例は廃止する。 

（ﾛ）平成 28 年１月１日以後に個人又は内国法人のうち普通法人等（普通

法人並びに法人税法別表に掲げる公共法人、公益法人等及び協同組合等

（一般社団法人及び一般財団法人並びに同法以外の法律によって公益法

人等とみなされている法人を除く。）をいう。以下同じ。）以外の法人若

しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金の支払をする者は、

その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に対して、15％の税

率による源泉徴収をし、その徴収の日の属する月の翌月 10 日までに納

付しなければならないこととする。なお、国内において支払われる特定

割引債（特定公社債に該当する割引債をいう。以下同じ。）の償還金で

国内における支払の取扱者を通じて交付されるものについては、当該支

払の取扱者が源泉徴収を行うものとする。国外において発行された割引

債の償還金（国外において支払われるものに限る。）で国内における支

払の取扱者を通じて交付されるものも、同様とする。 

ハ 割引債の範囲 

その償還金が上記ロ(ﾛ)の源泉徴収の対象となる割引債は、次のものと

する。（租税特別措置法第 41 条の 12 の２関係） 

（ｲ）割引の方法により発行された公社債（預金保険法に規定する長期信用

銀行債等を除く。） 

（ﾛ）分離元本公社債（公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離

されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該元本に係る部分で

あった公社債をいう。） 

（ﾊ）分離利子公社債（公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離

されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分で

あった公社債をいう。） 

（ﾆ）利子が支払われる公社債でその利子の利率が著しく低いもの 

ニ 差益金額の意義 

    差益金額とは、次に掲げる割引債（特定口座において管理されている

ものを除く。）の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額をいう。（租税特別

措置法第 41 条の 12 の２関係） 
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（ｲ）上記ハ(ｲ)、(ﾛ)及び(ﾆ)に掲げる割引債のうち発行の日から償還の日

までの期間が１年以内のもの…当該割引債の償還金の額に 0.2％を乗じ

て計算した金額 

（ﾛ）上記ハ(ｲ)、(ﾛ)及び(ﾆ)に掲げる割引債のうち発行の日から償還の日

までの期間が１年超のもの並びに分離利子公社債…当該割引債の償還金

の額に 25％を乗じて計算した金額 

（ﾊ）割引債のうち、その割引債の償還金の支払を受ける普通法人等以外の

内国法人が当該割引債を管理している金融商品取引業者等で当該償還金

等に係る国内における支払の取扱者であるものと締結した割引債の取得

価額を管理する契約に基づき、当該割引債の取得価額が管理されている

もの…実額の償還差益 

④ 株式等に係る譲渡所得等の分離課税の改組 

株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所

得等と一般株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とした上で、(ｲ)

特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税と(ﾛ)一般公社債

等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組することとする。

（租税特別措置法第 37 条の 10、第 37 条の 11 関係） 

⑤ 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特

例等の拡充 

イ 特定口座で管理されている内国法人が発行した特定公社債につき、公

社債としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として当該特定

公社債を発行した法人の清算結了等の事実が生じたときは、当該事実が

生じたことは特定公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額は特定公

社債の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなすととも

に、当該損失の金額を上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控

除の特例の適用対象とすることとする。（租税特別措置法第 37 条の 11 の

２関係） 

ロ 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税

の特例について、本特例によって株式等の譲渡により生じた損失の金額

とみなされた金額を上場株式等に係る譲渡損失の金額とみなすとともに、

当該損失の金額を上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の

特例の適用対象とすることとする。（租税特別措置法第 37 条の 11 の２関
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係） 

（注）上記イ及びロの改正は、居住者等の有する特定管理株式等、特定保

有株式又は特定口座内公社債につき平成 28 年１月１日以後にその発行

法人の清算結了等の事実が発生する場合について適用する。（附則第 43

条関係） 

ハ 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例及び

特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例につい

て、これらの特例により控除することができる株式の取得に要した金額

及び特定株式等の譲渡損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得等の金

額及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できることとする。

（租税特別措置法第 37 条の 13、第 37 条の 13 の２関係） 

（注）上記ハの改正は、平成 28 年分以後の所得税について適用する。（附

則第 47 条関係） 

⑥ 金融機関が支払を受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用の特例等の

改正 

次に掲げる特例については、公社債又は投資信託若しくは特定目的信託

の受益権の利子等の支払を受ける者の所有期間にかかわらず、その支払を

受ける利子等の額の全額を非課税又は源泉徴収の不適用とすることとする。

（租税特別措置法第５条の２、第５条の３、第８条関係） 

イ 非居住者等が受ける振替公社債等の利子等の非課税 

ロ 金融機関が支払を受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用の特例 

（注）上記の改正は、非居住者等又は金融機関等が平成 28 年１月１日以後に

支払を受けるべき利子等について適用する。（附則第 22 条、第 23 条関

係） 

⑦ 資料情報制度等の整備 

イ 個人に対して平成 28 年１月１日以後に支払うべき特定公社債等の利子

等については、利子等の受領者の告知及び利子等の支払調書等の提出を

要しないこととする措置を適用しないこととする。（租税特別措置法第３

条関係） 

ロ 平成 28 年１月１日以後に国内において支払うべき特定公社債等の利子

等及び特定割引債の償還金の支払者は、当該利子等又は償還金の支払を

受ける居住者等に対して、その支払う利子等又は償還金の額等を記載し
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た支払通知書を交付しなければならないこととする。（租税特別措置法第

８条の４、第 41 条の 12 の２関係） 

ハ 国内における支払の取扱者を通じて交付される株式投資信託若しくは

特定受益証券発行信託でその受益権が上場株式等に該当するもの又は特

定公社債等の償還金等（償還金又は解約金をいう。以下同じ。）について

は、当該支払の取扱者が株式等の譲渡の対価等の支払調書及び上記ロの

支払通知書の提出又は交付をしなければならないこととする。また、国

外において発行された公社債等の償還金等（国外において支払がされる

ものに限る。）で国内における支払の取扱者を通じて交付されるものにつ

いても同様とする。（租税特別措置法第 38 条、第 41 条の 12 の２関係） 

（注）上記ハの改正は、平成 28 年１月１日以後に交付されるべき株式投資

信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権で上場株式等に該当するも

の又は特定公社債等に係る償還金等について適用する。（附則第 52 条、

第 57 条関係） 

⑧ 源泉徴収義務の整備等 

源泉徴収選択口座において特定公社債等に係る所得の損益通算が行われ

ることに伴い、特定公社債等の利子等及び特定割引債の償還金に対する源

泉徴収について、次の措置を講ずることとする。 

イ 国内における支払の取扱者を通じて交付される当該利子等又は償還金

については、当該支払の取扱者を源泉徴収義務者とする。（租税特別措置

法第９条の３の２、第 41 条の 12 の２関係） 

ロ 源泉徴収選択口座に受け入れた特定公社債等の利子等について源泉徴

収した所得税の納付期限を、その徴収の日の属する年の翌年１月 10 日と

する。（租税特別措置法第 37 条の 11 の６関係） 

（注）上記の改正は、平成 28 年１月１日以後に金融商品取引業者等から交付

を受ける源泉徴収選択口座内配当等について適用する。（附則第 45 条関

係） 

⑨ その他所要の措置を講ずることとする。 

⑵ 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措

置について、次の措置を講ずることとする。（租税特別措置法第９条の８、第

37 条の 14 関係） 

① 非課税口座を開設することができる期間を、平成 26 年１月１日から平成
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35 年 12 月 31 日まで（現行：平成 26 年１月１日から平成 28 年 12 月 31 日

まで）とする。 

② 非課税の対象となる配当等及び譲渡所得等を、次に掲げるものとする。 

イ 非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の１月１

日以後５年を経過する日までの期間（以下「非課税期間」という。）内に

支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等 

ロ 非課税期間内に金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場

合における当該譲渡に係る非課税口座内上場株式等の譲渡所得等 

③ 非課税口座に関する要件について、次の見直しを行う。 

イ 非課税口座を開設された金融商品取引業者等は、当該非課税口座を開

設した居住者等から提出を受けた非課税適用確認書（現行：非課税口座

開設確認書）に記載された勘定設定期間（非課税口座に新たに非課税管

理勘定を設けることができる期間をいう。以下同じ。）内の各年の１月１

日（年の中途において非課税適用確認書が提出された場合における当該

提出年にあっては、その提出の日）に非課税管理勘定を設けるものとす

る。 

ロ 各年の非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等で、非課税

口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日

までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額（(ﾛ)の上場株式等につ

いては、移管日における時価）の合計額が 100 万円を超えないものを受

け入れることができることとする。 

（ｲ）当該非課税口座を開設された金融商品取引業者等を通じて新たに取得

した上場株式等 

（ﾛ）当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理

勘定から一定の手続の下で移管がされる上場株式等 

ハ 非課税適用確認書は、居住者等からの申請に基づき税務署長から交付

を受けた書類で、勘定設定期間として次に掲げる期間のいずれかの期間、

当該期間の区分に応じそれぞれ次に定める基準日における国内の住所そ

の他の事項が記載された書類をいうものとする。 

 勘定設定期間 基準日 

（ｲ） 平成 26 年１月１日から平成 29 年 12 月 平成 25 年１月１日 
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 31 日まで  

（ﾛ） 平成 30 年１月１日から平成 33 年 12 月

31 日まで 

平成 29 年１月１日 

（ﾊ） 平成 34 年１月１日から平成 35 年 12 月

31 日まで 

平成 33 年１月１日 

ニ 非課税適用確認書の交付を受けようとする居住者等は、交付申請書に

上記ハの基準日における住所を証する書類を添付して、勘定設定期間の

開始の日の属する年の前年 10 月１日から当該勘定設定期間の終了の日の

属する年の９月 30 日までの間に、金融商品取引業者等の営業所に提出す

るものとする。 

ホ 居住者等は、同一の金融商品取引業者等に重複して非課税口座を開設

することができないものとし、同一の勘定設定期間に重複して非課税適

用確認書を提出することができないものとする。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、平成 26 年１月１日以後に支払を受けるべき非課税口座内

上場株式等の配当等及び同日以後の非課税口座内上場株式等の譲渡について

適用する。（附則第 32 条、第 48 条関係） 

⑶  上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例の適用対象に、国外におい

て発行された公募株式投資信託で金融商品取引所（外国の法令に基づき設立さ

れたこれに類するものを含む。）に上場されているものを加えることとする。

（租税特別措置法第９条の４の２関係） 

（注）上記の改正は、平成 25 年４月１日以後の上場証券投資信託等の終了又は

一部の解約について適用する。（附則第 30 条関係） 

〈２〉住宅税制 

⑴ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限を平成

29年12月31日まで４年延長するとともに、次の措置を講ずることとする。（租

税特別措置法第41条、第41条の２、第41条の２の２関係） 

①  住宅の取得等をして平成 26 年から平成 29 年までの間に居住の用に供した

場合の住宅借入金等の年末残高の限度額（借入限度額）、控除率及び控除期

間を次のとおりとする。 

イ 一般の住宅（ロの認定住宅以外の住宅）の場合 
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居住年 借入限度額 控除率 控除期間 

平成 26 年 

１月～３月 
2,000 万円 1.0％ 10 年間 

平成 26 年４月 

～ 

平成 29 年 12 月 

4,000 万円 1.0％ 10 年間 

ロ 認定住宅（認定長期優良住宅、認定低炭素住宅）の場合 

居住年 借入限度額 控除率 控除期間 

平成 26 年 

１月～３月 
3,000 万円 1.0％ 10 年間 

平成 26 年４月 

～ 

平成 29 年 12 月 

5,000 万円 1.0％ 10 年間 

  ハ 住宅の取得等をして平成 26 年４月から平成 29 年 12 月までの間に居住

の用に供した場合であって、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用

の額に含まれる消費税額等が新消費税法第 29 条に規定する税率により課

されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地

方消費税額の合計額相当額（以下「新消費税額等相当額」という。）であ

る場合以外の場合には、上記イ及びロにかかわらず、一般の住宅につい

ては、借入限度額 2,000 万円、控除率 1.0％、控除期間 10 年間とし、認

定住宅については、借入限度額 3,000 万円、控除率 1.0％、控除期間 10

年間とする。 

② 適用対象となる認定低炭素住宅の範囲に、都市の低炭素化の促進に関する

法律の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一

定のものを加える。 

（注）上記②の改正は、平成 25 年６月１日以後に自己の居住の用に供する特

定建築物に該当する家屋について適用する。（附則第 54 条関係） 

③ 住宅の取得等をして居住の用に供した居住者が、その居住の用に供した年

に勤務先からの転任の命令等やむを得ない事由により転居した場合における

再居住に係る特例について、その居住の用に供した年の12月31日までの間に

再び居住の用に供した場合を特例の対象に加える。 

（注）上記③の改正は、平成 25 年１月１日以後に自己の居住の用に供しなく
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なった場合について適用する。（附則第 54 条関係） 

④ 二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の

調整措置その他所要の措置を講ずる。 

⑵ 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控

除額に係る特例について、適用期限を平成29年12月31日まで４年延長するとと

もに、次の措置を講ずることとする。（租税特別措置法第41条の３の２関係） 

① 特定の増改築等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した

場合の住宅借入金等の年末残高の限度額（1,000万円）のうち特定の増改築

等に係る限度額（特定増改築等限度額）、控除率及び控除期間を次のとおり

とする。 

特定増改築等限度額 控除率 
居住年 

その他の借入限度額 控除率 
控除期間 

200 万円 2.0％ ５年間 平成 26 年 

１月～３月 800 万円 1.0％ ５年間 

250 万円 2.0％ ５年間 平成 26 年４月 

～ 

平成 29 年 12 月 
750 万円 1.0％ ５年間 

② 特定の増改築等をして平成26年４月から平成29年12月までの間に居住の用

に供した場合であって、当該特定の増改築等に係る費用の額に含まれる消費

税額等が新消費税額等相当額である場合以外の場合には、上記①にかかわら

ず、特定増改築等限度額（控除率2.0％）200万円、その他の借入限度額（控

除率1.0％）800万円、控除期間５年間とする。 

③ 対象となる特定の増改築等は、特定の増改築等に係る費用の額（補助金等

の交付を受ける場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額）が50万円

（現行：30万円）を超える改修工事とする。 

（注）上記③の改正は、特定の増改築等をした家屋を平成 26 年４月１日以後

に居住の用に供する場合について適用する。（附則第 55 条関係） 

④ 二以上の特定の増改築等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額

の調整措置その他所要の措置を講ずる。 

⑶ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限を

平成29年12月31日まで４年延長するとともに、次の措置を講ずることとする。

（租税特別措置法第41条の19の２関係） 
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① 平成26年から平成29年までの間に住宅耐震改修をした場合の耐震改修工事

限度額及び控除率を次のとおりとする。 

工事完了年 耐震改修工事限度額 控除率 

平成 26 年 

１月～３月 
200 万円 10％ 

平成 26 年４月 

～ 

平成 29 年 12 月 

250 万円 10％ 

② 平成26年４月から平成29年12月までの間に住宅耐震改修をした場合であっ

て、耐震改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに新消費税

額等相当額が含まれている場合以外の場合には、上記①にかかわらず、耐震

改修工事限度額200万円、控除率10％とする。 

③ 税額控除額の計算方法について、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な

費用の額（補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額を控除した

後の金額）の10％に相当する金額とする。 

（注）上記③の改正は、平成 26 年４月１日以後に行う住宅耐震改修について

適用する。（附則第 59 条関係） 

⑷ 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、

適用期限を平成29年12月31日まで５年延長するとともに、次の措置を講ずるこ

ととする。（租税特別措置法第41条の19の３関係） 

① 特定の改修工事をして平成25年から平成29年までの間に居住の用に供した

場合の改修工事限度額及び控除率を次のとおりとする。 

  イ 一般断熱改修工事等の場合 

居住年 改修工事限度額 控除率 

平成 25 年１月 

～ 

平成 26 年３月 

200 万円 

（300 万円） 
10％ 

平成 26 年４月 

～ 

平成 29 年 12 月 

250 万円 

（350 万円） 
10％ 

（注）カッコ内の金額は、断熱改修工事等と併せて太陽光発電設備の設置

工事を行う場合の改修工事限度額である。 
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  ロ 高齢者等居住改修工事等の場合 

居住年 改修工事限度額 控除率 

平成 25 年１月 

～ 

平成 26 年３月 

150 万円 10％ 

平成 26 年４月 

～ 

平成 29 年 12 月 

200 万円 10％ 

  ハ 特定の改修工事をして平成 26 年４月から平成 29 年 12 月までの間に居

住の用に供した場合であって、当該特定の改修工事に係る費用の額に含

まれる消費税額等のうちに新消費税額等相当額が含まれている場合以外

の場合には、上記イ又はロにかかわらず、一般断熱改修工事等について

は、改修工事限度額 200 万円(太陽光発電設備の設置工事を行う場合は

300 万円)、控除率 10％とし、高齢者等居住改修工事等については、改修

工事限度額 150 万円、控除率 10％とする。 

② 税額控除額の計算方法について、特定の改修工事に係る標準的な費用の額

（補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額。

ロにおいて同じ。）の10％に相当する金額に改組した上で、次の見直しを行

う。 

イ 標準的な費用の額の対象となる一般断熱改修工事等の対象に、エネルギ

ーの使用の合理化に資する改修工事が行われる構造又は設備と一体とな

って効用を果たす一定の設備の取替え又は取付けに係る工事を加える。 

ロ 適用対象となる特定の改修工事は、当該特定の改修工事に係る標準的な

費用の額が 50 万円を超える改修工事とする。 

③ 高齢者等居住改修工事等を行った特定居住者が、その年の前年以前３年内

に行った高齢者等居住改修工事等について本税額控除の適用を受けている場

合には、その年において本税額控除は適用しない。 

（注）上記②及び③の改正は、特定の改修工事をした家屋を平成 26 年４月 1

日以後に自己の居住の用に供した場合について適用する。（附則第 60 条関

係） 

④ 一般断熱改修工事等及び高齢者等居住改修工事等の両方の工事をして同一

年中に居住の用に供した場合の税額控除限度額（20万円（太陽光発電設備の
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設置工事を行う場合は30万円））は廃止する。 

（注）上記④の改正は、特定の改修工事をした家屋を平成 26 年４月１日以後

に居住の用に供した場合について適用する。（附則第 60 条関係） 

⑸ 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限を平

成29年12月31日まで４年延長するとともに、次の措置を講ずることとする。

（租税特別措置法第41条の19の４関係） 

① 認定住宅の新築等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供し

た場合の認定住宅の範囲、認定住宅について講じられた構造又は設備に係る

標準的な費用に係る限度額（認定住宅限度額）及び控除率を次のとおりとす

る。 

居住年 認定住宅 認定住宅限度額 控除率 

平成 26 年 

１月～３月 
認定長期優良住宅 500 万円 10％ 

平成 26 年４月 

～ 

平成 29 年 12 月 

認定長期優良住宅 

認定低炭素住宅 
650 万円 10％ 

② 認定住宅（認定長期優良住宅、認定低炭素住宅）の新築等をして平成26年

４月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合であって、当該認定

住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等のうちに新

消費税額等相当額が含まれている場合以外の場合には、上記①にかかわらず、

認定住宅限度額500万円、控除率10％とする。 

〈３〉その他 

⑴ 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当

課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈により非

上場株式を取得したものとみなされる個人を加えることとする。（租税特別措

置法第９条の７関係） 

（注）上記の改正は、平成 27 年１月１日以後に開始する相続又は遺贈による財

産の取得について適用する。（附則第 31 条関係） 

⑵ 社会保険診療報酬の所得計算の特例について、適用対象者からその年の医業

及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超える者を除外することとする。

（租税特別措置法第26条、第67条、第68条の99関係） 

（注）上記の改正は、個人は平成 26 年分以後の所得税について適用し、法人は
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平成 25 年４月１日以後に開始する事業年度について適用する。（附則第 40

条、第 61 条関係） 

⑶ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の対象から除外される保

留地に係る土地等の範囲に、都市の低炭素化の促進に関する法律による保留地

が定められた場合のその保留地の対価に対応する土地等を加えることとする。

（租税特別措置法第33条の３、第65条、第68条の72関係） 

（注）上記の改正は、平成 25 年４月１日以後に行う土地等の譲渡について適用

する。（附則第 41 条、第 69 条、第 83 条関係） 

⑷ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除

の適用対象から、中心市街地活性化法等による土地区画整理事業が施行された

場合において、換地処分により中心市街地活性化法等の保留地に対応する部分

の土地等の譲渡が行われた場合を除外することとする。（租税特別措置法第34

条の２、第65条の４、第68条の75関係） 

（注）平成 25 年４月１日前に行った土地等の譲渡については、なお従前の例に

よる。（附則第 41 条、第 69 条、第 83 条関係） 

⑸ 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の

譲渡所得の課税の特例は、適用期限の到来をもって廃止することとする。（旧

租税特別措置法第37条の９の２、第65条の13、第65条の14、第68条の84、第68

条の85関係） 

（注）平成 25 年４月１日前に行った土地等の交換又は譲渡については、なお従

前の例による。（附則第 41 条、第 69 条、第 83 条関係） 

⑹ 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例につい

て、特例の適用を受けた財産等を有する公益法人等（幼稚園又は保育所等を設

置する者に限る。）が、当該財産等（幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供

しているものに限る。）を他の公益法人等（幼保連携型認定こども園、幼稚園

又は保育所等を設置しようとする者に限る。）に贈与をしようとする場合に、

当該贈与に関する届出書を国税庁長官に提出したときは、当該他の公益法人等

を特例の適用を受けた財産等を有する公益法人等とみなすこととする。（租税

特別措置法第40条関係） 

（注）上記の改正は、平成 25 年６月１日以後に行う他の公益法人への贈与につ

いて適用する。（附則第 53 条関係） 

⑺ 中小企業者に該当する内国法人の取締役等である個人でその内国法人の債務
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の保証人であるものが、その個人が有する資産（有価証券を除く。）でその資

産に設定された賃借権、使用貸借権その他資産の使用又は収益を目的とする権

利が現にその内国法人の事業の用に供されているものを、その内国法人につい

て策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための

手続に関する準則に基づき策定されていることその他一定の要件を満たすもの

（以下「債務処理計画」という。）に基づき、平成 25 年４月１日から平成 28

年３月 31 日までの間にその内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を

満たしているときに限り、一定の手続の下でその贈与によるみなし譲渡課税を

適用しないこととする。（租税特別措置法第 40 条の３の２関係） 

① その個人が、債務処理計画に基づき、その内国法人の債務の保証に係る保

証債務の一部を履行していること。 

② その債務処理計画に基づいて行われたその内国法人に対する資産の贈与及

び保証債務の一部の履行後においても、その個人がその内国法人の債務の

保証に係る保証債務を有していることが、その債務処理計画において見込

まれていること。 

③ その内国法人が、その資産の贈与を受けた後に、その資産をその事業の用

に供することがその債務処理計画において定められていること。 

⑻ 電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特

別控除制度は、適用期限の到来をもって廃止することとする。（旧租税特別措

置法第41条の19の５関係） 

 

２ 法人課税 

⑴ 試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、特別試験研究費の額と

なる共同して行う試験研究等の範囲を見直すこととする。（租税特別措置法第

10 条、第 42 条の４、第 68 条の９関係） 

⑵ 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、特別試験研究費の額に係る特別

税額控除制度、繰越税額控除限度超過額に係る特別税額控除制度、中小企業技

術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る特別税額控除

制度について、平成 25 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの間に開始す

る各事業年度における税額控除の適用を受けることができる限度額を当期の税

額の 100 分の 30（現行 100 分の 20）相当額に引き上げることとする。（租税

特別措置法第 10 条の２、第 42 条の４の２、第 68 条の９の２関係） 

― 23 ―



 

 

⑶ エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額

控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を２年延長す

ることとする。（租税特別措置法第 10 条の２の２、第 42 条の５、第 68 条の

10 関係） 

 ① その取得価額から普通償却限度額を控除した金額まで特別償却（即時償

却）ができる措置について、対象資産にエネルギー消費量との対比における

性能の向上に資する機械その他の減価償却資産のうち電気及び熱の効率的な

利用に資するものを加えた上、その適用期限を平成 27 年３月 31 日までとす

る。 

 ② 対象資産のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設

備から建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資す

るものを除外する。 

 ③ 対象資産から交付を受けた補助金等をもって取得等をしたものを除外する。 

⑷ 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税

額控除制度について、対象資産に専ら開発研究の用に供される一定の器具及び

備品を加えることとする。（租税特別措置法第 42 条の 11、第 68 条の 15 関

係） 

⑸ 雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度について、次のとおり見直し

を行うこととする。（租税特別措置法第 10 条の５、第 42 条の 12、第 68 条の

15 の２関係） 

 ① 税額控除の適用を受けることができる金額を基準雇用者数１人当たり 40

万円（現行 20 万円）に引き上げる。 

 ② 適用要件のうち基準雇用者数等の計算における前期末の雇用者から適用年

度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除外する。 

⑹ 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は特別税額控除制度

の創設 

  青色申告書を提出する事業者の平成 25 年４月１日から平成 27 年３月 31 日

までの間に開始する各事業年度において取得等をした生産等資産でその事業年

度終了の日において有するものの取得価額の合計額が、次の①及び②の金額を

超える場合において、その事業者がその事業年度においてその生産等資産のう

ち機械等を事業の用に供したときは、その取得価額の 100 分の 30 相当額の特

別償却とその取得価額の 100 分の３相当額の特別税額控除との選択適用ができ
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ることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の 100 分の

20 相当額を限度とする。（租税特別措置法第 10 条の５の２、第 42 条の 12 の

２、第 68 条の 15 の３関係） 

 ① その事業者が有する減価償却資産につきその事業年度において償却費とし

て損金経理をした金額 

 ② 比較取得資産総額の 100 分の 110 相当額 

⑺ 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控

除制度の創設 

  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の認定経営革新等支援機関

（これに準ずるものを含む。）による経営の改善に関する指導及び助言を受け

た旨を明らかにする書類の交付を受けた中小企業者等で、青色申告書を提出す

るものが、平成 25 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの間に、経営改善

設備の取得等をして、指定事業の用に供した場合には、その取得価額の 100 分

の 30 相当額の特別償却（一定の中小企業者等については、その取得価額の

100 分の７相当額の特別税額控除との選択適用）ができることとする。ただし、

特別税額控除額については当期の税額の 100 分の 20 相当額を限度とし、控除

限度超過額については１年間の繰越しができることとする。（租税特別措置法

第 10 条の５の３、第 42 条の 12 の３、第 68 条の 15 の４関係） 

⑻ 雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除制度の創設 

  青色申告書を提出する事業者が、平成 25 年４月１日から平成 28 年３月 31

日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給す

る場合において、雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した

金額（以下「雇用者給与等支給増加額」という。）の基準雇用者給与等支給額

に対する割合が 100 分の５以上であり、かつ、次の①及び②の要件を満たすと

きは、その雇用者給与等支給増加額の 100 分の 10 相当額の特別税額控除がで

きることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の 100 分の

10（中小企業者等については、100 分の 20）相当額を限度とする。（租税特別

措置法第 10 条の５の４、第 42 条の 12 の４、第 68 条の 15 の５関係） 

 ① 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること 

 ② 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること 

⑼ 船舶の特別償却制度について、対象船舶から次の①及び②の外航船舶を除外

することとする。（租税特別措置法第 43 条、第 68 条の 16 関係） 
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 ① 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例（租

税特別措置法第 59 条の２、第 68 条の 62 の２）の適用を受ける法人の外航

船舶のうち日本船舶に該当するもの 

 ② 上記①の法人の子会社の外航船舶のうち日本船舶に該当しないもの 

⑽ 特定信頼性向上設備の特別償却制度の創設 

  青色申告書を提出する法人で電気通信基盤充実臨時措置法の実施計画につい

て認定を受けたものが、平成 25 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの間

に、その認定に係る実施計画に記載された特定信頼性向上設備の取得等をして、

その法人の事業の用に供した場合において、その事業の用に供した特定信頼性

向上設備が既に保管されている電磁的記録の保全に資するものであることにつ

き証明がされたときは、その取得価額の 100 分の 15 相当額の特別償却ができ

ることとする。（租税特別措置法第 44 条の５、第 68 条の 26 関係） 

⑾ 特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次のとおり見直し

を行うこととする。（租税特別措置法第 12 条、第 45 条、第 68 条の 27 関係） 

 ① 半島振興対策実施地域に係る措置について、青色申告書を提出する事業者

が、平成 25 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの期間のうち一定の期

間内に、半島振興対策実施地域として指定された地区のうち産業の振興のた

めの取組が積極的に推進される地区において製造業等の事業の用に供する一

定の設備の取得等をする場合において、その取得等をした設備をその地区内

においてその事業の用に供したときは、その設備を構成するもののうち産業

振興機械等につき、５年間、普通償却限度額の 100 分の 32（建物等及び構

築物については、100 分の 48）相当額の割増償却ができる措置に改組する。 

 ② 離島振興対策実施地域に係る措置及び離島振興対策実施地域に類する地区

に係る措置について、青色申告書を提出する事業者が、平成 25 年４月１日

から平成 27 年３月 31 日までの期間のうち一定の期間内に、離島振興対策実

施地域として指定された地区及びこれに類する区域のうち、産業の振興のた

めの取組が積極的に推進される地区において製造業等の事業の用に供する一

定の設備の取得等をする場合において、その取得等をした設備をその地区内

においてその事業の用に供したときは、その設備を構成するもののうち産業

振興機械等につき、５年間、普通償却限度額の 100 分の 32（建物等及び構

築物については、100 分の 48）相当額の割増償却ができる措置に改組する。 

 ③ 過疎地域に係る措置及び振興山村に係る措置について、これらの措置の対
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象となる地区から上記①及び②の改組後の措置の対象となる地区を除外する。 

⑿ サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度について、その適用期限を

３年延長した上、平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までの間に取得

等をしたサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る償却割合を次のサービス付き

高齢者向け賃貸住宅の区分に応じそれぞれ次のとおり引き下げることとする。

（租税特別措置法第 14 条、第 47 条、第 68 条の 34 関係） 

 ① 耐用年数が 35 年未満であるもの 100 分の 14（現行 100 分の 28） 

 ② 耐用年数が 35 年以上であるもの 100 分の 20（現行 100 分の 40） 

⒀ 特定再開発建築物等の割増償却制度について、次のとおり見直しを行った上、

その適用期限を２年延長することとする。（租税特別措置法第 14 条の２、第

47 条の２、第 68 条の 35 関係） 

 ① 都市再開発法の施設建築物に係る措置について、対象となる施設建築物を

一定の要件を満たす市街地再開発事業によって建築されるものに限定する。 

 ② 都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建

築物に係る措置について、都市再生緊急整備地域のうち特定都市再生緊急整

備地域以外の地域内において行われる都市再生事業により整備される建築物

に係る償却割合を 100 分の 40（現行 100 分の 50）に引き下げる。 

 ③ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の特別特定建築物

に係る措置を除外する。 

⒁ 探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度について、次のとおり見直しを行った上、

その適用期限を３年延長することとする。（租税特別措置法第 22 条、第 58 条、

第 68 条の 61 関係） 

 ① 探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度の対象となる鉱物の範囲を安定的な供

給を確保することが特に必要なものとする見直しを行う。 

② 海外探鉱準備金制度の準備金の積立割合を 100 分の 40（現行 100 分の

50）に引き下げる。 

 ③ 海外探鉱準備金制度の対象法人に国内鉱業者に準ずるものを加える。 

⒂ 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例につい

て、平成 25 年４月１日から平成 26 年３月 31 日までの間に日本船舶・船員確

保計画の認定を受けた船舶運航事業者等に該当する青色申告書を提出する法人

を対象とするとともに、本特例の対象となる日本船舶に特定準日本船舶を含め

ることとする。（租税特別措置法第 59 条の２、第 68 条の 62 の２関係） 

― 27 ―



 

 

⒃ 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、

定額控除限度額を 800 万円（現行 600 万円）に引き上げるとともに、定額控除

限度額までの金額の損金不算入額を零（現行定額控除限度額に達するまでの金

額の 100 分の 10 相当額）とすることとする。（租税特別措置法第 61 条の４、

第 68 条の 66 関係） 

  ⒄ 青色申告書を提出する中小企業者について平成 25 年４月１日から平成 28 年

３月 31 日までの間に再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が

生じた場合（２以上の金融機関等が有するその中小企業者に対する債権が債務

処理に関する計画によって特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産とな

る場合に限る。）において、その中小企業者が、その有する資産の価額につき

一定の評定を行い、又は債務処理に関する計画に従って債務の免除を受けたと

きは、その事実を次の制度の対象となる事実とみなして、これらの制度の適用

を受けることができることとする。（租税特別措置法第 67 条の５の２、第 68

条の 102 の３関係） 

 ① 資産の評価益の額又は評価損の額の益金又は損金算入制度 

 ② 再生手続開始の決定等の事実による債務免除等があった場合の欠損金の損

金算入制度 

⒅ 投資法人に係る課税の特例について、投資信託及び投資法人に関する法律の

改正に伴い、他の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の 100 分の 50 以

上を有していないこととする要件における他の法人から、投資法人が国外不動

産の取得等を自ら行うことができない場合にその投資法人に代わって専らその

国外不動産の取得等を行うことを目的とする法人を除外することとする。（租

税特別措置法第 67 条の 15 関係） 

⒆ 農林中央金庫等の合併に係る課税の特例の適用期限を３年延長することとす

る。（租税特別措置法第 68 条の２関係） 

⒇ 次に掲げる租税特別措置の適用期限を２年延長することとする。 

 ① 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特

別償却（租税特別措置法第 43 条の２、第 68 条の 17 関係） 

 ② 共同利用施設の特別償却（租税特別措置法第 44 条の３、第 68 条の 24 関

係） 

 ③ 新用途米穀加工品等製造設備の特別償却（租税特別措置法第 11 条の３、

第 44 条の４、第 68 条の 25 関係） 
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 ④ 医療用機器等の特別償却（租税特別措置法第 12 条の２、第 45 条の２、第

68 条の 29 関係） 

 ⑤ 支援事業所取引金額が増加した場合の３年以内取得資産の割増償却（租税

特別措置法第 13 条の２、第 46 条の２、第 68 条の 32 関係） 

 ⑥ 倉庫用建物等の割増償却（租税特別措置法第 15 条、第 48 条、第 68 条の

36 関係） 

 ⑦ 農業経営基盤強化準備金（租税特別措置法第 24 条の２、第 61 条の２、第

68 条の 64 関係） 

 ⑧ 技術研究組合の所得の計算の特例（租税特別措置法第 66 条の 10、第 68

条の 94 関係） 

 (21) 特定高度通信設備の特別償却制度は、適用期限の到来をもって廃止するこ

ととする。（旧租税特別措置法第 44 条の５、第 68 条の 26 関係） 

 

３ 国際課税 

⑴  非居住者又は外国法人（以下「非居住者等」という。）が受ける振替公社債

等の利子等の非課税制度について、次の措置を講ずることとする。（租税特別

措置法第５条の２、第５条の３、第41条の13、第41条の13の２、第41条の13

の３、第67条の17、旧租税特別措置法第67条の18関係） 

① 非居住者等が受ける振替社債等の利子等の非課税制度について、その適

用期限を撤廃する。ただし、振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権

につき支払を受ける剰余金の配当及び償還差益については、平成 28 年３月

31 日までに発行されるものに限る。 

② 公社債等に係る所得に対する課税の見直しに伴い、非居住者等が受ける

振替公社債等の利子等の非課税適用手続について、次の見直しを行う。 

イ 所有期間明細書を廃止するとともに、非課税適用申告書等を５年ごと

に提出しなければならない。 

ロ 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者は、源泉徴収の計算に関する

情報を利子等の支払を受けるべき日の前日までに、源泉徴収義務者に通

知しなければならない。 

ハ 適格外国仲介業者は、利子等の受領者の情報をその支払の確定した日

の属する月の翌月 10 日までに、当該利子等の支払事務の取扱いをする特

定振替機関等に通知しなければならない。 
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ニ 非課税の対象となる振替公社債等の利子等の支払事務の取扱いをする

特定振替機関等は、当該利子等の支払を受ける外国法人が外国政府その

他一定のものである場合を除き、当該利子等に係る支払調書を所轄税務

署長に提出しなければならない。 

③ 非居住者等が受ける振替割引債の償還金等（利益連動債の償還金等及び

発行者の特殊関係者が受ける償還金等を除く。）について、非居住者等が受

ける振替公社債等の利子等の非課税制度と同様に、非課税適用申告書の提

出等を要件として、償還時の源泉徴収を行わず、所得税及び法人税を非課

税とする。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記②から④までの改正は、平成 28 年１月１日以後に支払を受けるべき

振替公社債等の利子等及び振替割引債の償還金等について適用する。（附則

第 22 条、第 58 条、第 72 条、第 73 条関係） 

⑵ 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例と国外支配株主等に係る負債の

利子等の課税の特例との重複適用の排除に係る措置について、所要の規定の

整備を行うこととする。（租税特別措置法第66条の５、第68条の89関係） 

 

４ 資産課税 

⑴ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次のとお

り見直しを行うこととする。（租税特別措置法第 69 条の４関係） 

① 限度面積要件について、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を

330 ㎡（現行 240 ㎡）までの部分に拡充する。 

② 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居

住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。 

③ 適用対象となる特定居住用宅地等の範囲に、被相続人の居住の用に供され

ていた一棟の建物のうち当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該被

相続人の親族の居住の用に供されていた一定の部分に対応する宅地等を追

加する。 

④ 適用対象となる宅地等の範囲に、被相続人の居住の用に供されていた宅地

等で一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供さ

れていなかったものを追加する。 

（注）上記①及び②の改正は平成 27 年１月１日以後に相続又は遺贈により取得
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する財産に係る相続税について適用し、上記③及び④の改正は平成 26 年１

月１日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用す

る。（附則第 85 条関係） 

⑵ 次のとおり直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

措置を創設することとする。（租税特別措置法第 70 条の２の２関係） 

  ① 平成 25 年４月１日から平成 27 年 12 月 31 日までの間に、受贈者（教育

資金管理契約を締結する日において 30 歳未満の者に限る。）が、その直系

尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託受益権を取得した

場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金

管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入

をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による

贈与により取得した金銭若しくはこれに類するもの（以下「金銭等」とい

う。）で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合には、

当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち 1,500 万円までの金額に相

当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。 

② この特例の適用を受けようとする受贈者は、教育資金非課税申告書を取扱

金融機関の営業所等を経由し、信託等がされる日までに、当該受贈者の納

税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 

  ③ この特例の適用を受ける受贈者は、一定の方法により領収書等を取扱金

融機関の営業所等に提出しなければならない。 

④ 取扱金融機関の営業所等は、上記③により受贈者から提出を受けた領収書

等により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、そ

の金額及び年月日について記録をするとともに、当該領収書等を受領した

日から当該教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年３月 15 日後６

年を経過する日までの間、一定の方法により当該領収書等及び当該記録を

保存しなければならない。 

⑤ 教育資金管理契約は、次に掲げる事由の区分に応じそれぞれに定める日の 

いずれか早い日に終了するものとする。 

イ 受贈者が 30 歳に達したこと 当該受贈者が 30 歳に達した日 

ロ 受贈者が死亡したこと 当該受贈者が死亡した日 

ハ 教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合等において

受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる
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合意があったこと 当該教育資金管理契約が当該合意に基づき終了する

日 

⑥ ⑤イ又はハに掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了し 

た場合において、本特例の適用を受けて信託等がされた金額の合計額から

④により記録されている教育資金の支払いに充てられた金額の合計額を控

除した残額があるときは、当該残額については、当該教育資金管理契約に

係る受贈者の⑤イ又はハに定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入

する。 

   なお、⑤ロに掲げる事由に該当した場合には、残額については、贈与税の

課税価格に算入しない。 

⑦ その他所要の措置を講ずる。 

⑶ 20 歳以上の者が直系尊属から贈与により取得した相続時精算課税制度の対

象とならない財産に係る贈与税の税率構造を次のとおり緩和することとする。

（租税特別措置法第 70 条の２の４関係） 

現 行  改正案 

税率 税率

200 万円以下の金額 10％   同 左  

 300 万円  〃   15％  400 万円以下の金額 15％

 400 万円  〃   20％  600 万円  〃   20％

 600 万円  〃   30％  1,000 万円  〃   30％

 1,000 万円  〃   40％  1,500 万円  〃   40％

   ―      3,000 万円  〃   45％

1,000 万円超の金額  50％  4,500 万円  〃   50％

―     4,500 万円超の金額  55％

⑷ 相続時精算課税制度の対象となる受贈者の範囲に、20 歳以上である孫（現

行 20 歳以上の推定相続人のみ）を追加することとする。（租税特別措置法第

70 条の２の５関係） 

（注）上記⑶及び⑷の改正は、平成 27 年１月１日以後に贈与により取得する財

産に係る贈与税について適用する。 

⑸  非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次のとおり見  

直しを行うこととする。（租税特別措置法第 70 条の７、第 70 条の７の２、第
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70 条の７の４関係） 

① 経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の親

族であることとする要件を撤廃する。 

② 納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、経営承継期間（５年

間）における常時使用従業員数の平均が、一定の数を下回ることとなった

場合とする。 

③ 納税猶予の取消事由である「総収入金額が零となった場合」について、総 

収入金額の範囲を主たる事業活動から生ずる収入の額に限ることとする。 

④  雇用確保要件が満たされないために経済産業大臣の認定が取り消された場

合において、納税猶予税額を納付しなければならないときは、延納又は物

納の選択を可能とする。 

⑤ 再生計画又は更生計画の認可の決定があった場合における猶予税額の免除

について、対象範囲に一定の債務の処理に関する計画を加える。 

⑥ 再生計画の認可決定等があった場合には、納税猶予税額を再計算し、当該

再計算後の納税猶予税額について納税猶予を継続することとし、当初の納

税猶予税額から当該再計算後の納税猶予税額を控除した残額に相当する相

続税・贈与税を免除する特例を創設する。 

⑦  経営承継期間（５年間）の経過後に納税猶予税額の全部又は一部を納付す 

る場合については、当該期間中の利子税の割合を０％とする。 

⑧ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、所要の経過措置を講じた上、平成 27 年１月１日以後に相

続若しくは遺贈又は贈与により取得する非上場株式等に係る相続税又は贈与

税について適用する。（附則第 86 条関係） 

⑹ 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置

について、適用対象となる認定低炭素住宅の範囲に、都市の低炭素化の促進に

関する法律の規定により低炭素建築物とみなされる一定の特定建築物である住

宅を加えることとする。（租税特別措置法第 74 条の２関係） 

（注）上記の改正は、平成 25 年６月１日以後に受ける登記に係る登録免許税に

ついて適用する。（附則第 87 条関係） 

⑺ 認定民間都市再生事業計画に基づき都市再生緊急整備地域内又は特定都市再

生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合

の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象
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となる民間都市再生事業計画の範囲を見直した上、その適用期限を２年延長す

ることとする。（租税特別措置法第 83 条関係） 

⑻ 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律により創設される特例事業者が、

同法の施行の日から平成 27 年３月 31 日までの間に一定の不動産の取得をする

場合における当該不動産に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率

を、次のとおり軽減する措置を講ずることとする。（租税特別措置法第 83 条の

３関係） 

① 所有権の保存登記 1,000 分の ３（本則 1,000 分の４） 

② 所有権の移転登記 1,000 分の 13（本則 1,000 分の 20） 

⑼ 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置について、そ

の適用期限を５年延長した上、平成 26 年４月１日以後に作成される文書に係

る税率を次のとおり引き下げることとする。（租税特別措置法第 91 条関係） 

契 約 金 額 

不動産の譲渡に関する契約書 建設工事の請負に関する契約書
現 行 改正案 

10万円超 50万円以下 100万円超 200万円以下  400円  200円

50万円超 100万円以下 200万円超 300万円以下  1,000円  500円

100万円超 500万円以下 300万円超 500万円以下  2,000円  1,000円

 500万円超 1,000万円以下  １万円  5,000円

 1,000万円超 5,000万円以下  １万５千円  １万円

 5,000万円超 １億円以下  ４万５千円  ３万円

 １億円超 ５億円以下  ８万円  ６万円

 ５億円超 10億円以下  18万円  16万円

 10億円超 50億円以下  36万円  32万円

 50億円超   54万円  48万円

⑽ 次に掲げる租税特別措置の適用期限を２年延長することとする。 

① 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措

置（租税特別措置法第 72 条関係） 

② 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付

け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置（租税

特別措置法第 72 条の２、第 73 条、第 75 条関係） 

③ 利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記
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に対する登録免許税の税率の軽減措置（租税特別措置法第 77 条関係） 

④ 信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の

軽減措置（租税特別措置法第 78 条関係） 

⑤  特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所  

有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置（租税特別措置法第

83 条の２関係） 

⑾ 次に掲げる租税特別措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。 

① 特定外貿埠頭管理運営会社が指定法人からの出資に伴い土地等を取得した

場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置（旧租税特

別措置法第 82 条の３関係） 

② 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度    

（旧租税特別措置法第 84 条の５関係） 

 

５ 消費課税 

⑴ 清酒等に係る酒税の税率の特例措置について、その適用期限を５年延長した

上、平成 28 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの間の年度のうち前年度

の課税移出数量が 1,000 ㎘を超え 1,300 ㎘以下である年度に移出する清酒等に

対する酒税の税額を本則税額にそれぞれ次の割合を乗じた金額とすることとす

る。（租税特別措置法第 87 条関係） 

① 清酒、連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう又は果実酒 100

分の 90（現行 100 分の 80） 

② 合成清酒又は発泡酒 100 分の 95（現行 100 分の 90） 

⑵ 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を１

年延長することとする。（租税特別措置法第 87 条の５関係） 

⑶ ビールに係る酒税の税率の特例措置について、その適用期限を３年延長した

上、平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日（新規参入者にあっては製造

免許の取得の日から５年を経過する日の属する年度の末日）までの間の年度の

うち前年度の課税移出数量が 1,000 ㎘を超え 1,300 ㎘以下である年度に移出す

るビールに対する酒税の税額を本則税額に 100 分の 92.5（現行 100 分の 85）

を乗じた金額とすることとする。（租税特別措置法第 87 条の６関係） 

⑷ 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を１年

延長することとする。（租税特別措置法第 88 条の２関係） 
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⑸ バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例措置の適用期限を５年延長

することとする。（租税特別措置法第 88 条の７関係） 

⑹ 衝突に対する安全性の向上を図るための装置を装備した検査自動車に係る自

動車重量税率の特例措置の適用対象に、車両総重量が５トンを超える専ら人の

運送の用に供する一定の検査自動車を加えることとする。（租税特別措置法第

90 条の 14 関係） 

 

６ 納税環境整備 

⑴ 利子税の割合は、各年の特例基準割合（各年の前々年の10月から前年の９月

までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合と

して各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年１％の割合を

加算した割合をいう。以下同じ。）が年7.3％に満たない場合（相続税及び贈与

税の延納に係る利子税については、各分納期間の開始の日の属する年の特例基

準割合が年7.3％に満たない場合）には、その年中（相続税及び贈与税の延納

に係る利子税については、各分納期間）においては、次に掲げる利子税の区分

に応じ、それぞれ次に定める割合とする。（租税特別措置法第93条関係） 

① 下記②の利子税以外の利子税 当該特例基準割合 

② 相続税及び贈与税に係る利子税（その割合が年 7.3％のものを除く。） 

これらの利子税の割合に、当該特例基準割合が年 7.3％に占める割合を乗じ

て計算した割合 

⑵ 延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年 7.3％に満たない場合には、その

年中においては、年 14.6％の割合にあっては当該特例基準割合に年 7.3％を加

算した割合とし、年 7.3％の割合にあっては当該特例基準割合に年１％を加算

した割合（当該加算した割合が年 7.3％を超える場合には、年 7.3％の割合）

とする。また、納税の猶予等の適用を受けた場合の延滞税については、当該納

税の猶予等をした期間に対応する延滞税の額のうち、当該延滞税の割合が特例

基準割合であるとした場合における延滞税の額を超える部分の金額を免除する。

（租税特別措置法第 94 条関係） 

⑶ 還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年 7.3％に満たない場合には、

その年中においては、当該特例基準割合とする。（租税特別措置法第 95 条関

係） 

（注）上記の改正は、平成 26 年１月１日以後の期間に対応する利子税等について
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適用する。（附則第 90 条関係） 

⑷ 特別還付金の支給制度について、次のとおり見直しを行うこととする。（租

税特別措置法第 97 条の２関係） 

   ① 加算金及び延滞金の割合について、次のとおり見直しを行う。 

    イ 加算金の割合（年7.3％）は、各年の特例基準割合が年7.3％に満たない

場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。 

ロ 延滞金の割合（年14.6％）は、各年の特例基準割合が年7.3％に満たな

い場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年7.3％を加算し

た割合とする。ただし、納期限の翌日から２月を経過する日までの期間

における延滞金の割合（年7.3％）は、各年の特例基準割合に年１％を加

算した割合が年7.3％に満たない場合には、その年中においては、当該特

例基準割合に年１％を加算した割合とする。 

（注）上記の改正は、平成26年１月１日以後の期間に対応する加算金及び延滞

金について適用する。（附則第91条関係） 

② 災害等による国税に関する請求期限の延長により、特別還付金請求書等

の提出が特別還付金の請求期間の終了の日（平成 25 年６月 29 日）後とな

る場合には、当該特別還付金請求書等に係る特別還付金の支給決定等は、

期限延長後の請求期間の終了の日以後１年を経過する日までの間において

もできることとする。 

７ その他所要の税制の整備を行うこととする。 

 

九 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（第９条関

係） 

１ 個人所得課税 

⑴ 東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完全支配

関係がある内国法人が発行する利益連動債（地方公共団体が債務保証をしない

ものに限る。）につき支払を受ける利子及び償還差益については、平成 28 年３

月 31 日までに発行されるものに限り、振替社債等の利子等の課税の特例にお

いて非課税の対象とされる特定振替社債等に該当するものとすることとする。

（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第 10

条関係） 

⑵ 東日本大震災によりその有していた居住用家屋が滅失等をして居住の用に供
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することができなくなった者の相続人（当該家屋に居住していた者に限る。）

が当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、当該相続

人は、当該家屋を被相続人がその取得をした日から所有していたものとみなし

て、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受ける

ことができることとする。（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第 11 条の６関係） 

（注）上記の改正は、平成 25 年１月１日以後に行う土地等の譲渡について適用

する。（附則第 93 条関係） 

⑶ 被災区域である土地等又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にあ

る建物若しくは構築物で、平成 23 年３月 11 日前に取得がされたもののうち事

業の用に供しているもの（以下「相続事業用資産」という。）を有していた者

の相続人（同日の直前において当該事業に従事していた者等一定の者に限

る。）が、平成 28 年３月 31 日までの間に当該相続事業用資産の譲渡をした場

合には、当該相続人が当該譲渡の時において当該相続事業用資産を事業の用に

供しているものとみなして、特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の

課税の特例の適用を受けることができることとする。（東日本大震災の被災者

等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第 12 条関係） 

（注）上記の改正は、平成 25 年１月１日以後に行う相続事業用資産の譲渡につ

いて適用する。（附則第 94 条関係） 

⑷ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別

控除制度の特例について、適用期限を平成 29 年 12 月 31 日まで４年延長する

とともに、再建住宅の取得等をして平成 26 年から平成 29 年までの間に居住の

用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額（借入限度額）及び控

除率を次のとおりとする。（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第 13 条の２関係） 

居住年 借入限度額 控除率 

平成 26 年 

１月～３月 
3,000 万円 1.2％ 

平成 26 年４月 

～ 

平成 29 年 12 月 

5,000 万円 1.2％ 
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２ 法人課税 

⑴ 福島復興再生特別措置法の改正に伴い、次の措置を講ずることとする。 

   ① 企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額

控除制度の創設 

     福島復興再生特別措置法に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施

計画の認定を受けた事業者が、提出企業立地促進計画の提出のあった日から

同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する避

難解除区域等に係る避難指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後５

年を経過する日までの間に、特定機械装置等の取得等をして、その企業立地

促進区域内において避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した場合には、

その特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額（建物等

及び構築物については、取得価額の100分の25相当額）の特別償却と取得価

額の100分の15（建物等及び構築物については、100分の８）相当額の特別税

額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額について

は当期の税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については４

年間の繰越しができる。（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第10条の２の２、第17条の２の２、第25条の２の２関

係） 

   ② 企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控

除制度の創設 

     福島復興再生特別措置法に規定する提出企業立地促進計画の提出のあった

日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当

する避難解除区域等に係る避難指示の全てが解除された日のいずれか遅い日

以後３年を経過する日までの間に福島復興再生特別措置法の規定により避難

解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を受けた事業者が、その認定を

受けた日から同日以後５年を経過する日までの期間（以下「適用期間」とい

う。）内の日を含む各事業年度の適用期間内において、その企業立地促進区

域内に所在する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避

難対象雇用者等に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等の

額のうちその各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものの

100分の20相当額の特別税額控除ができることとする。ただし、当期の税額

の100分の20相当額を限度とする。なお、租税特別措置法の雇用者の数が増
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加した場合の特別税額控除制度及び雇用者給与等支給額が増加した場合の特

別税額控除制度の適用を受ける事業年度においては、この制度を適用しない。

（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10

条の３の２、第17条の３の２、第25条の３の２関係） 

   ③ 次の制度について、その対象区域に福島復興再生特別措置法に規定する住

民に対し居住及び事業活動の制限を求める指示の対象となっている区域を追

加する。（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律第10条の２の３、第10条の３の３、第17条の２の３、第17条の３の３、

第25条の２の３、第25条の３の３関係） 

    イ 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控

除制度 

    ロ 避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除

制度 

⑵ 被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例につい

て、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の規定による支援決定の対象

となった法人又は同法に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者

である法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生

じた場合には、次の制度の適用を受けることができる制度に改組する。（東日

本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条、第25

条関係） 

 ① 資産の評価益の額又は評価損の額の益金又は損金算入制度 

 ② 再生手続開始の決定等の事実による債務免除等があった場合の欠損金の損

金算入制度 

⑶ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

３ 資産課税 

⑴ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保

存登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を１年延長することとする。

（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条

の４関係） 

⑵ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書

等の印紙税の非課税措置の適用期限を１年延長することとする。（東日本大震

災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第 52 条関係） 
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４ 消費課税 

⑴ 被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例措置について、平

成 25 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までの間に移出する清酒等に対する

酒税の税額を、租税特別措置法の規定により計算した金額に 100 分の 93.75 を

乗じた金額（現行本則税額に 100 分の 95 を乗じた金額）とすることとする。

（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第 43

条の２関係） 

⑵ 被災自動車等に係る自動車重量税の還付措置の適用期限を１年延長すること

とする。（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

律第 45 条関係） 

５ その他所要の措置を講ずることとする。 

 

十 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関す

る特別措置法の一部改正（第 10 条関係） 

１ 内国法人及び外国法人の復興特別所得税の基準所得税額の計算の基礎となる

所得の範囲に、割引債の償還金に係る差益金額を加えることとする。（東日本大

震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別

措置法第 10 条関係） 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

十一 その他（附則関係） 

 １ 施行期日 

   この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成 25 年４月１日から施行する

こととする。（附則第１条関係） 

 ２ 検討 

   政府は、次に掲げる基本的方向性により、⑴、⑶及び⑷に関連する税制上の措

置については平成 25 年度中に、⑵に関連する税制上の措置については平成 26 年

度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとす

る。（附則第 108 条関係） 

  ⑴ 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、

これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討するこ

と。 
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  ⑵ 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽

減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏

まえつつ、適用判定の基準及び控除対象の範囲を含め、検討すること。 

  ⑶ 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定め

られていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、

その適用範囲を含め、検討すること。 

  ⑷ 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消

費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、

結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討

すること。 
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